
１．はじめに

幼児に対する早期教育が盛んである。剣道においても、小学校入学前の子どもの入門を許可したり、
幼稚園教育の一環として指導がなされる事も珍しくなくなってきた。インターネットの検索エンジン
を利用して、「幼稚園」「幼児」「剣道」などの用語をもって検索してみると、厖大な数の結果が出て
くる。検索結果の内容は、幼稚園教育の正科授業や保育所の園内活動における剣道指導に関するもの、
幼稚園教育や保育所の課外活動における剣道指導に関するもの、民間の幼児教室における剣道指導に
関するもの、民間道場やスポーツ少年団における幼稚園児の受け入れに関するもの、などがみられ、
幼児に対する剣道指導や、幼稚園教育の一環としての剣道指導に対して、多くの人が興味関心を持ち、
また何らかの意義を見出しつつ、各地で実践が進められている様子がうかがわれた。
しかしながら、一方で、国立情報学研究所の論文情報ナビゲーターシステム CiNii（サイニイ）に

おいて、「幼児」＋「剣道」といったキーワードによって検出される論文は１件もなく（平成２０（２００８）
年１月３０日現在）、「幼」＋「剣道」の検索によって、「幼少年剣道」に関する数件が検出されるのみ
である（１）。
ところで、「幼少年」といった場合、その表現そのものを国語辞書の中に直接見つけることはでき
ない。「幼少」、「幼児」、「幼年」、「少年」などの言葉が組み合わされて次第に使用されるようになっ
たもののようである。ゆえに、その解釈は幅が広く、それが具体的にどの年齢層の子どもなのか、と
いうことについての定義はあいまいで、「幼少年剣道」に関する先行研究では、幼稚園児から小学生、
さらには中学生あたりまでを研究対象としている場合もある。このようにみていくと、４、５歳程度
の幼児に限定して、その剣道指導について考察をしている研究はきわめて少ない。
幼児期に指導される剣道は、その後の剣道学習態度に少なからざる影響を及ぼすものと考えられ

る。また、「三つ子の魂百まで」という言葉に表現されるように、幼児期における教育は、その後の
人間形成過程において重要な位置を占めるものでもある。ゆえに、その教育的意義などについて、多
方面から検討と考察を行い、指導現場に還元していくことが必要なのではなかろうか。このような考
えから、筆者は、本研究に着手するに至った。
さて、ここまで述べてきたように、筆者の関心は、幼児（小学校就学前の４、５歳児）の剣道指導

やそのあり方にむけられているが、そもそも、４、５歳の幼児に対する剣道指導は、いつ頃からわが
国において行われるようになったのであろうか。筆者管見の限りでは、この点について言及した先行
研究はみあたらない。よって、本稿では、幼児剣道の研究を進める前段階として、我が国における幼
少年と剣道とのかかわりの史的展開について、その大まかな流れをおさえていきたい。そして、幼児
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に対して剣道を指導するという考え方がいつ頃から生じてきたものなのか、について考察を試みる。

２．明治期における幼少年と剣道のかかわり

剣道は、我が国の武芸流派各種における刀剣操作の技法を原初形態とし、それが長い歴史的展開の
中で文化的に醸成されて形成されてきたものである。我が国の幼少年は、そのようにして形成されて
きた武道文化のひとつである剣道にどのように関わってきただろうか。ここでは、とりあえず、明治
期における剣道と幼少年のかかわりについて、学校教育への武技、武道、剣術、撃剣の導入という視
点からその流れをおさえていくことにする。

（１）明治１０年代
学校教育において武道を正科とすることを求める運動は、明治１０年代ごろより明治の終わりにかけ
ての長い年月の間、さまざまな形で検討されてきた。すでに近代剣道史研究の中で指摘されてきたよ
うに、学校教育のなかに剣道が導入される過程は、度重なる議論の中で反論が多くあげられ、容易に
採用には至らなかった。そのような議論のひとつとして、教育令改正における「武技」をめぐる議
論、があげられる。
武道振興の気運の盛り上がる中、明治１３（１８８０）年１２月２８日太政官布告第５９号として「改正教育令」
が公布された。「改正教育令」はその公布の前に、元老院において条文の修正をめぐる会議を経てい
る。この元老院における会議の中で、「改正教育令第３条」の条文、

第三条 小学校ハ普通ノ教育ヲ児童二授クル所ニシテ其学科ヲ修身読書習字算術地理歴史等ノ初歩ト
ス 土地ノ情況ニ随ヒテ罫画唱歌体操等ヲ加ヘ又物理生理博物等ノ大意ヲ加フ 殊ニ女子ノ為ニハ
裁縫等ノ科ヲ設クヘシ 但已ムヲ得サル場合ニ於テハ修身読書習字算術地理歴史ノ中地理歴史ヲ減
スルコトヲ得（２）

の文言に対して、「体操」の前に「武技」の２字を加えるべきか否かの議論がなされている。
その修正案の提案者、楠本正隆は、以下のように述べている。

本官ハ本條ナル「體操」ノ上ニ、「武技」ノ二字ヲ加ヘントス。夫レ文武ハ、岐スベカラザルモノ
ニシテ、教育徴兵ノ二令ハ、車輪鳥翼決シテ、偏廢スベキモノニアラズ。然ルニ明治元年ニ士其常識
ヲ解キ、四民一ニ歸セシ以來ハ、人民文弱ニ流レ、武ヲ忘ルゝノ弊ハ、實ニ名状スベカラズ。是レ己
ムヲ得ザルノ勢ナリト云フト雖モ、豈之ヲ制スルノ道ナカルベケンヤ。惟フニ本案學齢ノ終尾ハ、十
四歳ニシテ、僅ニ五年ヲ經ルヤ直ニ徴兵ノ丁年トナルモノナリ。故ニ學校ニ武ヲ講ズルハ、大ニ利益
アルコトゝス。論者或ハ云ン、既ニ體操ノ傳習アレバ、別ニ武技ヲ加へザルモ妨ゲナシト。夫レ然リ、
然レドモ體操ハ只是レ身體ノ運動ノミ、未ダ心膽ヲ錬リ、腕力ヲ養フノ功アルモノニアラズ。故ニ武
ノ字ヲ加ヘ、教ユルニ武術ヲ以テセザレバ、異日國民軍トナルアルモ、其力能ク敵ヲ禦ク能ハザルニ
至ラン。是レ本官修正説ノ大略ナリ（３）。

この修正案では、「『体操』の上に『武技』の２字を加えること」の理由として、以下のことがあげ
られている。

①教育令と徴兵令は車の両輪のようなもので、どちらが欠けてもうまくいかないものである。明治元
年に四民平等となってからは、人民は文弱に流れ、それを改める制度さえない。ましてや、１４歳で
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小学校を終え、その５年後には徴兵訓練を行うのであるから、小学校のうちから武技の学習をする
ことは有益である。

②体操は、身体の運動のみであって、武技のように心胆を練り鍛えるものではない。

これに対して２日間に渡って賛否両論の議論が尽くされた。最終的に多数決においてこの修正案は
否決されるのであるが、その際の反対論者の意見はおおよそ以下のようなものであった。

＊何ノ目的ヲ以テ武技ヲ加ヘントスルヤト按ルニ、心膽を錬リ、身體ヲ強ウスルニ在リト云フ。然レ
バ則チ體操アレバ足レシトス（４）。

＊抑モ本條ハ小學校ノ學科ヲ云フモノニアラズヤ。而シテ小學生徒ハ…中略…六歳ヨリ十四歳ノ童子
ナリ、少女ナリ。之ニ教フルニ大人ニシテ習用スル所ノ武技ヲ以テスルハ、最モ適度ヲ失スト云ベ
シ。蓋シ武技ト體操トハ其意味大ニ径庭アリ。體操ハ身體教育ニシテ生理學ニ屬シ、則チ文事ナリ
ト雖モ、武技ハ全ク文ト両立對向ノモノナリ。故ニ普通小學生ノ體格筋骨未ダ定ラザルモノニ之ヲ
教ルハ、生理學上ニ於テ大ニ不可ナリトス（５）。
＊抑小學校ニ兵隊教錬ヲ為サシムト云フト雖モ、未ダ之ヲ教フルノ方策ヲ述べズ、知ラズ（６）。

すなわち、「心身の鍛錬であれば、武技でなくても体操で充分である」「６歳から１４歳の小学生の少
年少女に武技を行わせることは、生理学上不適切である」「武技を小学生に行わせるための方法論が
充分に確立されていない」などの点が指摘されたのである。
この後、文部省は民間における武道活動の気運を受けて、明治１６（１８８３）年に、体操伝習所に対し

て剣術及び柔術に対する教育上の適否に関する調査を行わせ、最終的に以下のような結果を得てい
る。

即ち二術の利とする方
（一）身體の發育を助く。
（二）長く體動に堪ふる力量を得しむ。
（三）精神を壯快にし志氣を作興す。
（四）柔惰の風恣を去りて剛壯の姿格を収めしむ。
（五）不虞の危難に際して護身の基を得しむ。
害若くは不便とする方
（一）身體の發育往々平等均一を失はん。
（二）實修の際多少の危険あり。
（三）身體の運動適度を得しむること難く、強壯者脆弱者共に過劇に失し易し。
（四）精神激し易く輙もすれば粗暴の氣風を養ふべく。
（五）争闘の念志を盛にし徒らに勝を制せんとの風を成しやすし。
（六）競進に似て却て非なる勝負の心を養ひがちなり。
（七）演習上毎人に監督を要し一級全體一齋に授けがたし。
（八）教場の坪數を要すること甚大なり。
（九）柔術の演習は單に稽古着を要するのみなれども、劍術は更に稽古道具を要し、且衣類及道具を

清潔に保つこと生徒の業には容易ならず。
右等の事實を得て傳習所に於ては、之れを教育上の理論に照らし斷定を下せしこと左の如し（７）。

長所短所それぞれについて検討した結果、結論としては「（一）學校體育の正科として採用するこ
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とは不適當なり（８）。」としている。
以上のように、明治１０年代においては、徴兵訓練の基礎として小学生児童に対して武道教育を施そ

うとする立場もあったものの、そのことに反対する考えがあったこと、加えて、剣道の内容が６歳か
ら１４歳という発育途上の心身を有する児童のための学校教育教科として充分に対応できるほどに整備
されていないことも指摘され、小学校教育はもちろんの事、学校教育のなかへ剣道が採用されるには
至らなかった。すなわち、明治初期においては、剣道などの武道は、幼少年に対して指導するのは適
切ではない、という考え方が優位であったことが窺われる。

（２）明治４０年代
度重なる困難にも屈せず、武道愛好者によって、武道を学校正科に採用させようとする運動は続け

られた。このような中、その運動は、武道を学校正科として編入することを帝国議会に求める請願書
の提出という動きをみせるようになった。これら一連の請願運動の中で、星野仙蔵が明治３８（１９０５）
年に「体育ニ関スル建議案」を提出した。この建議案は、このときには否決されるのであるが、星野
らは更に活動を続け、明治３９（１９０６）年、及び、明治４１（１９０８）年に同様の建議案を提出し、終に建
議案が可決され、武道の正科編入への運動が実を結ぶことになった。
しかし、実際に武道を学校体育の正科として取り扱うためには、克服しなければならないいくつか

の問題点があった。それらは、この当時の武道思想として、国粋論的な尚武論を主張する声が強い傾
向があったこと、専門的な教養を身に付けた武術教師が不十分であったこと、多くの流派に分裂して
いる武術の教授内容や教授方法をどのように調整していくのかということ、既存の体操との配分をど
のようにするのかということなど、である（９）。これら未解決の課題を抱えたままではあったが、と
りあえず、明治４４（１９１１）年に、文部省令第２６号をもって中学校令施行規則の一部が改正され、「撃
剣及び柔術」が中学校教育の中に加えられることになったのである（１０）。具体的に指導を受けること
になったのは「第１学年」から「第５学年」の生徒（１１）であり、年齢としては、１２歳から１７歳であっ
た（１２）。
明治４４（１９１１）年には、柳多元治著『剣道教範』が刊行され、写真入で「剣道團體教授法」が示さ

れる。また、その凡例のなかに「剣道教範は、中等學校生徒に課する普通の程度にて著述せしものに
して、剣道の妙理及び秘傳等は、一切之を省く（１３）」などとあるように、中学校教育に導入された剣
道の指導書としての役割も果たした。
ところで、本書の中には、「第七 剣道は何歳より始むるを適當とするか」という項目が設けられ、
以下のように述べてある。

…何歳位より始むるを適當とするかの問題に就ては、世上多少の議論あれども、余は先師の説を聞
き且つ多年の實験に徴して、凡そ十歳前後より十五六歳の頃の間に於て始むるを可とす。…尋常小学
校四五年頃より始むるも決して早からず、中學校に於ては一學年より始むるを適當と思惟す（１４）。

当時の尋常小学校４、５年生は、９歳、１０歳に相当し、中学の第１学年は、１２歳に相当した（１５）。
この当時、子どもに対する剣道指導を開始する適正年齢として、そのあたりの年齢が考えられていた
事も窺う事ができ、４，５歳の幼児に対して指導しようとする考え方はみられなかった。

３．大正期・昭和初期における幼少年と剣道のかかわり

（１）大正期
さて、明治末期に、中学校教育への剣道の導入がなされたが、小学校への導入は、ようやく大正時
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代に入ってからの事となる。大正７（１９１８）年１１月２０日に、「撃劔柔道ニ關シ學校衛生會答申ノ件」が
出される。

撃劔柔道ハ左諸項ニ留意シ之ヲ小學校字兒童ニ行ハシムルコトヲ得
一、相當ノ技術ヲ備ヘ且ツ教育上心得アル教師ヲ有スルコト
二、衛生上ノ要求ニ叶ヘル施設ヲナシ且ツ保護者ヲシテ経済上ノ苦痛ヲ感セシメサルコト
三、保護者ノ同意ヲ得タル希望者ニシテ醫師ノ検査ニヨリ其ノ體質當該運動ニ適シ且ツ傳染性ノ疾患
ナシト認メラレタル者ニ限ルコト

四、撃劔柔道修業中ノ兒童ニ對シテハ時々身體検査ヲ行フコト
五、教授ノ方法ハ先ズ十分ニ基本的教育ヲ施シ然ル後ニ相互ノ試合ニ移ルコト
六、高等小學校男兒童ニ行ハシムルコト

但尋常小学校第五學年以上ノ男兒童ニアリテモ相互試合ヲナサシメスシテ單ニ基本的教育ヲ施ス
コトヲ得（１６）

この答申では、小学校において「撃劔」「柔道」などの武道種目を指導するにあたり、もろもろの
条件が提示されている。そして、指導をうけられるのは、「高等小學校男兒童ニ行ハシムルコト」と
あり、具体的年齢としては、１２歳から１５歳となっている（１７）。但し書きとして、「尋常小学校第五學年
以上ノ男兒童」という条件もあがっており、１０歳以上（１８）の男子生徒に対する指導も可能であったよ
うだ。いずれにしても、１０歳以上の生徒に対して、剣道を指導する事になっており、明治末期に示さ
れた年齢条件をほぼ踏襲している。４、５歳の幼児に剣道を指導しようとする考え方については、こ
こでもみることはできなかった。

（２）昭和１０年代
昭和６（１９３１）年に中学校令施行規則が改正される。「昭和六年一月二十日文部省訓令第二號及第

三號中學校令施行規則並に師範学校令施行規則の改正の要旨」には、「剣道及柔道ハコレヲ體操中ニ
於テ必修セシムルルコトトナセリ。是レ剣道及柔道ガ我ガ國固有ノ武道ニシテ質實剛健ナル國民精神
ヲ涵養シ、心身ヲ鍛錬スルニ適切ナルヲ認メタルガ為メニシテ、両者又ハ其一ヲ必修セシメント
ス（１９）」という理由が示され、中学校において、柔道、剣道が正科必修科目として扱われるようになっ
たのである。
昭和１１（１９３６）年５月には、文部大臣の諮問「學校ニ於ケル劔道柔道等ノ實施ニ關シ留意スヘキ事

項如何」に対して、「劔道及柔道等即チ武道ハ身體ノ鍛錬、人格ノ陶冶、國民精神ノ涵養ニ資スル所
極メテ多ク、體育上寔ニ適切肝要ノモノト信ス。」（「全国体育運動主事会議、文部大臣諮問事項及び
其ノ答申」）（２０）として、学校教育においてさらに武道を重要視するようになるのである。
このような動きを受けて、昭和１４（１９３９）年５月には、「小学校令施行規則中改正、小学校武道指

導要目」が出され、「尋常小学校第五學年以上及高等小學校ノ男児ニ對シテハ教授時間外ノ外ニ於テ
前二項ノ教授取扱ニ準ジ武道ヲ授クベシ。（２１）」という項目が示された。「尋常小学校第五學年以上」
ということは、１０歳以上ということであり、ここでも、それまでの考え方を踏襲していると同時に、
昭和１１（１９３６）年５月の「全国体育運動主事会議、文部大臣諮問事項及び其ノ答申」における「武道
ノ教授ニ關スル事項」にある「９、小學校ニ於テ武道ヲ實施セントスル場合ハ概ネ第五學年以上ノ兒
童ニ限リ、…（２２）」という内容も遵守している。
さて、具体的な実施要項においては、以下のような内容が示された。

（１）武道（剣道及柔道）ノ簡易ナル基礎動作ヲ行ハシメ心身ノ錬成ヲ圖リ武道精神ヲ涵養スルコト
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ヲ本旨トスルコト
（２）實施時間ハ概ネ一週二回トシ凡ソ三十分トスルコト
（３）正課時間ノ外ニ於テ實施指導ノ方法出缺ノ點検等ハ正科ニ準ジ取扱ハシムルコト

…中略…
（６）劔道ニ在リテハ木刀又ハ竹刀ヲ用ヒ防具ハ之ヲ用ヒザルコト…但シ高等小學校ニ在リテ適當ナ
ル指導者、設備、用具等アル場合ハ本令指導教材ニツキ防具、…ヲ用ヒテ指導ヲ行フモ妨ゲザルコト（２３）

また、昭和１１（１９３６）年５月の「全国体育運動主事会議、文部大臣諮問事項及び其ノ答申」の「武
道ノ教授ニ關スル事項」では、「小學校ニ於テ武道ヲ實施セントスル場合ハ、…特ニ基本動作ノ修練
ニ重キヲ置クコト（２４）」とも述べてあり、基礎基本を重視した内容を指導しようとしていた事が窺わ
れる。これと比較すると、現代のスポーツ少年団などに所属する１０歳程度の子ども達の練習内容は、
防具を着用しての基本練習や互角稽古がなされる事が一般的であり、より応用的で高度な内容に取り
組んでいるといえそうである。
さて、昭和１６（１９４１）年の「国民学校令」により、それまでの小学校は国民学校と改められ、それ

までの体操科は、体錬科とされた。昭和１７（１９４２）年に、「国民学校体錬科教授要項」「同実施細目」
が制定された。これによれば、体錬科の内容は、「体錬科体操」と「体錬科武道」の２科目構成となっ
ていた。
「国民学校体錬科教授要項」の「一、教授方針」には８か条が掲げられている。

一 體錬科ニ於テハ身體ヲ鍛錬シ精神ヲ錬磨シテ闊達剛健ナル心身ヲ育成シ獻身奉公ノ實踐力ニ培ヒ
皇國民トシテ必要ナル基礎的能力ノ錬磨育成ニ力ムベシ。

二 體錬科ノ各科目各教材ハ緊密ナル關聯ノ下ニ綜合シテ實施シ夫々其ノ特色ヲ發揮セシムルト共ニ
不斷ノ修練ニ依リ着實ニ其効果ヲ収メシムルニ力ムベシ。

三 兒童心身ノ發達、男女ノ特性ヲ考慮シテ教授ヲ之ニ適合スルヤウ工夫シ鍛錬養護ヲ一體トスル指
導ヲ行フベシ。

四 衛生養護ニ留意シ身體検査ノ結果ヲ參酌シテ指導ノ適正ヲ期スベシ。
五 快活ナル心情、公明ナル態度ヲ養ヒ禮節ヲ尚ビ廉恥ヲ重ンズルノ氣風ヲ振作スルト共ニ規律節制、
堅忍持久、質実剛健、協同團結等ノ諸徳ヲ涵養スルニ力ムベシ。

六 團體的行動ニ慣熟セシメ規律協同ヲ尚ビ服從ノ精神ヲ養ヒ責任ヲ重ンジ卒先躬行スル氣象ヲ振勵
スルニ力ムベシ。

七 強靭ナル體力ト旺盛ナル精神力トハ國力發展ノ根基ニシテ特ニ國防ニ必要ナル所以ヲ體認セシメ
健全ナル心身ヲ鍛錬シ以テ盡忠奉國ノ信念ニ培フベシ。

八 體錬科ニ於テ修練シタル成果ハ之ヲ日常ノ全生活ニ擴充具現セシムルニ力ムベシ（２５）。

第１条において、「體錬科ニ於テハ身體ヲ鍛錬シ精神ヲ錬磨シテ闊達剛健ナル心身ヲ育成シ獻身奉
公ノ實踐力ニ培ヒ皇國民トシテ必要ナル基礎的能力ノ錬磨育成ニ力ムベシ」を掲げ、生徒らに国家や
天皇への献身や忠誠の精神を植えつけようとしている。この方針は、その他の条項にも貫かれており、
戦時体制下における偏った理念が生徒らに強要されていた様子を窺い知ることができる。
このような国民学校における体錬科の方針の中にあって、武道にはより強くそのような考え方が求

められた。「国民学校体錬科教授要項」の「三 教授上の注意」「（五）武道ニ關スル事項」において
は、以下のようにある。

三十一 武道ニ於テハ獻身奉公ノ實踐力ニ培フヲ根本トシ心身ヲ鍛錬シ特ニ旺盛ナル氣魄ヲ錬磨シ禮
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節ヲ尚ビ廉恥ヲ重ンズルノ習慣ヲ涵養スルニ力ムベシ。
三十二 武道ハ常ニ攻撃ヲ主眼トシテ修練セシムベシ。
三十三 武道ハ劔道柔道何レニモ偏スルコトナク併セ課シ柔道ニアリテハ左右ノ技ヲ共ニ修練セシム

ベシ。
三十四 武道ニ於テハ特ニ反復練習セシメ基礎的訓練の徹底ヲ期ト共ニ應用的取扱ニ留意スベシ。
三十五 武道ノ講話ハ國民科ト連繋ヲ保チ適當ナル機會ニ實際ニ即シ適切簡明ニ之ヲ行フベシ（２６）。

このように、武道では、「攻撃ヲ主眼」とした指導が施され、実際の戦闘場面に有益な「氣魄」も
強調された。この当時、戦時体制下の国家主義、軍国主義的な風潮のなか、武道が積極的に学校教育
の中に導入され、指導されていった。
このような武道の指導を受けたのは「初等科」の「第五學年」「第六學年」、および、「高等科」の

「第一學年」「第二學年」であった。具体的な年齢では、１０歳から１４歳まで（２７）であり、やはり、「１０歳」
を基準とする考え方に基づいて指導がなされていた様子を窺うことができる。４、５歳の幼児に対し
て指導しようとする考え方は、ここにおいてもみることはできなかった。
終戦後においては、剣道をはじめとする武道教育がナショナリズム的な考え方と結びついて教育さ

れたことに対する反省、そのような考え方を是正しようとする政策の中、小学校教育の場から剣道を
はじめとする武道種目は姿を消す事になる。

４．昭和３５年頃からの幼少年に対する剣道指導

昭和３９（１９６４）年開催の東京オリンピックに伴なう、国民のスポーツへの関心の高まりを受けて、
昭和３７（１９６２）年、日本体育協会により「日本スポーツ少年団」が創設される。この組織の目的「ス
ポーツによる青少年の健全育成」であり、青少年へのスポーツ活動の普及において、大きな成果をあ
げている。「スポーツ少年団」では、登録できる団員を「小学生以上」と定めている。これによって、
我が国では、小学生のスポーツ活動の拠点として「スポーツ少年団」は一定の地位を確保してきたと
いえる。
「日本スポーツ少年団」が組織される２年前の昭和３５（１９６０）年に、すでに少年を対象とした剣道
大会、「全国選抜少年剣道錬成大会」（通称水戸大会）の第１回大会が開催されたりしているものの、
「スポーツ少年団」の創設は、小学生の剣道活動にも少なからざる影響を及ぼしたものと考えられる。
昭和５２（１９７７）年から始まった、財団法人全日本剣道道場連盟主催の、「全日本選抜少年剣道個人錬
成大会」、「全日本少年剣道練成大会」などの開催は、「スポーツ少年団」組織を基盤とした小学生の
剣道人口の増加などが一つの要因になっているものと考えられる。塩入は、この他の要因として、高
度経済成長による余暇時間の増大や東京オリンピックを契機とした国民の体力向上、根性育成の意識
の高まり、日本文化や伝統文化の再認識、家庭でのしつけを剣道に期待する風潮などをも指摘してい
る（２８）。いずれにしても、このような社会情勢の流れにあわせるようにして、幼少年の剣道は隆盛を
きわめており、先にあげた少年剣道の錬成大会は、毎年多くの参加者を集め、盛会となっている。
また、以上のような昭和３０年代から４０年代における少年剣道の隆盛においては、終戦直後の剣道禁

止政策の影響もあり、剣道指導者が質、量ともに不足する中で迎えたものであったといわれる。その
ような状況も影響して、指導の現場では幼少年指導に対する指導書を求めるなどの要請も高まり、こ
れをうけて、昭和４９（１９７４）年１月に全日本剣道連盟において「幼少年剣道指導特別委員会」（委員
長：範士九段小沢丘）が設けられ、幼少年の剣道指導要領の検討が進められている（２９）。検討の成果
は、昭和５２年３月に『幼少年剣道指導要領』として刊行されている。また、昭和４９（１９７４）年５月に
は剣道雑誌「剣道時代」において、当時筑波大学教授剣道教士八段であった今井三郎によっても「幼
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少年の剣道指導（３０）」の連載が開始され、昭和５１（１９７６）年には、『幼少年剣道の指導と研究』として
体育とスポーツ社より出版されている。
ところで、この当時は、「幼少年」をどのように想定していたのだろうか。先にあげた全日本剣道
連盟による『幼少年剣道指導要領』では、これについて明確な記述はないものの、その文中に「児童
生徒」とか「学校」と言う表現が使用されていることから、小学校就学前の幼児はその想定になく、
小学生以上の子どもを対象としているようである。
一方で、今井三郎著の『幼少年剣道の指導と研究』では、指導に当たっての適切なグルーピングと

して、「幼稚園児、小学１、２年生」「小学３、４年生」「小学５、６年生」「中学生」の４つを提案して
いる（３１）。このことから、そこでの「幼少年」の具体的年齢層は、４、５歳から１５歳あたりであること
がわかる。
さらに、昭和６２（１９８７）年には、「幼児剣道の研究（３２）」という連載が雑誌『剣道時代』において開

始され、その第１回目において著者は「経験から判断して、標準に育った子は、四、五才以上からが
よいだろう。出来れば五才の春からがよいと思う（３３）。」と述べている。この連載の著者は、幼稚園に
おける剣道指導を昭和５２（１９７７）年ごろから実践しているという（３４）。また、『剣道時代』平成１９（２００７）
年７月号では、神奈川県の幼稚園が昭和５９（１９８４）年から剣道指導を実践している事例を紹介してい
る（３５）。
戦前の学校教育における剣道指導においては、現代の小学校の高学年生に相当する１０歳以上を指導
対象としてきたのに対し、戦後では、低学年生も含めた小学生に対して剣道指導がなされるようになっ
てきたようである。さらに、昭和５０年頃からは、小学校就学前の幼稚園児にまでにも剣道を指導しよ
うとする気運が生じ、一部でその実践が行われてきた。
現段階では、昭和５０年頃に見られた幼児に対する剣道指導がどの程度広く行われていたものなの
か、なぜ、幼児に対する剣道指導が行われるようになったのか、などについて言及する事は出来ない。
しかしながら、少なくとも、幼児に対する剣道指導は、明治末期から昭和初期の学校教育への剣道導
入過程で形成されてきた「適切な剣道開始年齢は１０歳頃」とする共通認識を踏襲してはおらず、明ら
かに低年齢化している傾向が窺われる。ここに、何らかの剣道指導観の転回があった、ということは
いえそうである。

５．まとめ及び今後の課題

本稿においては、我が国の近代期における、剣道学校教育導入の過程を顧みる事で、幼少年と剣道
との関係を探ることを試みた。そのことを通して、明治期から昭和１０年代の頃までにおいては、１０歳
頃を剣道開始年齢としていたことが確認された（３６）。なぜ、「１０歳」と言う年齢が一つの基準として示
されたのか、はっきりとしたことはわからない。これについては、今後の課題としたい。
昭和３０年代以降の剣道指導観においては、雑誌『剣道時代』の連載「幼児剣道の研究」の中で提唱

されたように、「５歳」を剣道開始の適正とするなど、低年齢化の傾向が窺われた。剣道指導が低年
齢化していった経緯についてはさらに考察していく必要があるが、少なくとも、今回の考察を通して、
幼児に対して剣道を指導しようとする考え方は、比較的最近のものであり、伝統的な考えに基づくも
のではないといえそうである。
ところで、保育の一環として運動指導を多く取り入れているよりも、全く行っていないほうの園児

が運動能力が高い、とする研究結果がある（３７）。幼児に対する剣道指導では、礼儀作法の指導や講話
に集中する時間などが必要となる事が想定され、運動量の確保のために阻害要因となるような要素が
いくつか含まれている。ゆえに、幼児に剣道を指導する主目的として運動量の確保という側面を第一
義に考えるべきではないかもしれない。このあたりについても、今後さらに考察を深めていきたい。
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幼児という身体的、精神的に特殊な発達段階にあるものに、剣道という伝統的でかつ格闘的な身体
運動文化を指導するためには、かなり周到な教育的配慮が必要である。剣道の運動特性、文化特性を
充分に考慮し、適正な教育目標を掲げつつ、指導がすすめられるべきである。剣道を幼児期に体験す
ることを通してして特異的に教育されるものもあるように感じている。それが何なのか、今後、さら
に検討を進めてみたい。
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（３０）今井三郎「幼少年の剣道指導」；雑誌「剣道時代」昭和４９年５月号～昭和５０年８月号 体育とスポーツ社
（３１）今井三郎『幼少年剣道の指導と研究』体育とスポーツ社 １９７６．p２３０参照
（３２）小沢丘監修、星野宗山指導「幼児剣道の研究」；雑誌「剣道時代」昭和６２年１月号～平成３年３月号

幼児期の剣道に関する一考察

―９―



（３３）前掲書（３２）昭和６２年１月号 p８５
（３４）同前 p８３参照
（３５）小山昭雄「幼稚園で剣道正課２３年 剣道で子どもの「伸びたいチカラ」を刺激する」；雑誌「剣道時代」

平成１９年７月号 pp７０－７５ 体育とスポーツ社
（３６）中村民雄「剣道・少年指導の歴史① 少年指導の始まりと変遷」；月刊「武道」平成１９年９月号 pp９６－

１０２（財）日本武道館 において、「武道の始業年齢」について論じている。又、中村民雄氏は、同誌平成
１９年１０月号 pp９０－９６、平成１９年１１月号 pp９６－１０２においても「剣道・少年指導の歴史②、③」を掲載し、
小学校教育における武道教育について詳述している。

（３７）杉原隆・森司朗・吉田伊津美 幼児の運動能力発達の年次推移と運動能力発達に関与する環境要因の構造
的分析 平成１４～１５年度文部科学省科学研究費補助金（基盤研究 B）研究成果報告書２００４．吉田伊津子・
杉原隆・森司朗 保育形態および運動指導が運動能力に及ぼす影響 日本保育学会第５７回大会発表論文
集 pp５２６－５２７ ２００４．参照

（受理日：２００８年１月３０日）

大 石 純 子
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